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Ⅰ はじめに 

 なにかとストレスの多い現代社会で、自然や緑に対する人々の関心は高まっており、

自然と人々をむすびつける「場」としての森林の役割が見直されています。また森林の

多方面にわたる諸機能が広く再評価されています。 

 そういったなかで、山菜は、人々の健康食への関心の高まりとともに自然食品として

注目され、また山村の貴重な資源として、山菜の栽培、販売等を活用した地域おこしの

取組みも各地で始まっています。さらには山菜文化の継承といった面もマスコミ等で広

く取り上げられるようになってきています。 

 その一方で、レクリエーション的な山菜採りが増え、毒草の誤食やむやみな採取（不

法採取）による山菜資源の枯渇が危惧されるなど、各地で問題が発生していることも見

逃せない事実です。 

 これらの現実に対処するため、本会では山菜の専門家即ち『山菜アドバイザー』を養

成し、彼らを通じて山菜採りのルール、マナーはじめ、山菜についての知識や様々な利

用方法などの普及活動を行い、人々の山菜への関心を高めることによって、山菜の新た

な需要開発、消費拡大、ひいては山村振興の一助となればと考えているところです。 

 

 

Ⅱ 山菜アドバイザーとは 

 『山菜アドバイザー』とは、山菜活用のリーダーとして、人間と森林・自然のかかわ

りや、後世に伝え残すべき山菜文化、食材・食品としての山菜について、人々に指導･

助言を行う専門家です。 

『山菜アドバイザー』となるためには、本会に設けられている山菜アドバイザー研修･

登録委員会により研修生として選考された後、一定の養成研修を受講し『山菜アドバイ

ザー』として登録されることが必要です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ 山菜アドバイザーになるまで 
 

 

 

山菜アドバイザーになり 

得る対象者（応募資格者） 

 山菜について一定の知識があると認められ、 
その所属の長、又は山菜同好会会長等の推薦 
を受けた者で山菜に関する所感文を提出でき 
る者。 

 

 
 

 

 

研修生の募集 

 応募に当たっては、「山菜アドバイザー」研 
修申込書及び推薦状並びに所感文を提出する。 

 

 

 

 

研修生の決定 

 応募者の中から研修生を決定するため、「山菜ア
ドバイザー研修・登録委員会」が所感文等 
の審査を行い、概ね１５名の研修生を決定する。 

 

 

 

 

研修の実施 

 研修は、５日間程度で、講義及び実習（野外を 

含む）を行い、各講義・実習ごとにレポートを 
提出する。 

 

 

 

 

研修終了 

 研修生は、研修終了時に「山菜アドバイザー 

登録申請書」を提出する。 

 

 

 

 

登録者決定 

 「山菜アドバイザー登録者名簿」への掲載に 
ついて研修・登録委員会に諮問し、決定する。 

 

 

 

 

登録者発表 

 「山菜アドバイザー登録証」を交付。  

 

 

 

登   録 

 「山菜アドバイザー登録者名簿」を作成し、 
本会に備え付ける。また、同名簿を林野庁、都 
道府県担当部局、国公立試験場等に送付する。 

 

 



Ⅳ 平成 29 年度山菜アドバイザー研修 受講者募集要綱 

 １ 応募資格 

 （１）山菜について一定の知識があると認められる方で、その所属の長又は山菜

同好会会長などの推薦を受けた方等 

 （２）別に定める山菜に関する所感文を提出できる方 

 （３）カリキュラムの全課程を履修できる者 

 （４）上記(1)(2)(3)にかかわらず、次のいずれかに該当する方は応募できません。 

  ア 成年後見人又は被保佐人 

  イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無

くなった日から起算して 2 年を経過しない者 

  ウ 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して 2 年を経過し

ない者 

 

 ２ 応募手続 

 （１）応募受付期間及び受付場所（応募書類の郵送先） 

  ア 応募期間 平成 29 年 5 月 22 日（月）～8 月 4 日（金） 

   （応募書類は締め切り日の消印のあるものまで受け付けます） 

  イ 受付場所 日本特用林産振興会 

         〒101－0047 東京都千代田区内神田 1－3－5 広栄ビル 

 （２）応募手続きに必要な書類 

  ア 山菜アドバイザー研修申込書 〔別記様式 第１号の（１）〕 

  イ 職務の経歴及び山菜に関する経歴 〔別記様式 第１号（２）〕 

  ウ 推薦状 〔別記様式 第２号〕 

  エ 所感文 

   ・所感文の課題 「山菜に関するもの」（これまでの経験、研究成果等を適宜

記載してください） 

   ・提出枚数   横書き 2,800 字以内。ワープロ、パソコンでも構いません。 

           ＊山菜に関して発表したレポート、論文、活動内容の新聞

切抜きなどのある方は、その写しを添付してください。 

  オ 返信用切手  

   受講者通知用として、392 円切手（簡易書留料を含む）を同封してください。 

 ３ 研修受講者選考結果通知 

  平成 29 年 8 月 25 日（金）までに通知いたします。 

 

＊なお、応募者が 10 名に満たない場合は研修は実施しません。 



Ⅴ 研修概要  

 １ 期  間  平成 29 年 10 月 2 日（月）～6 日（金） 

 ２ 研修場所   一般社団法人全国燃料協会 会議室 

          〒104－0061 東京都中央区銀座 8－12－15 

          ＊その他、東京近郊の植物園等で研修（観察）を行う予定です。  

３ 研修費用   受講料 35,000 円 

このほかの交通費、宿泊費、食費等は自己負担です。 

         また、登録時（12 月）に登録料 5,000 円が必要です。 

４ 宿  泊   各人で確保してください。 

５ 研修項目 

 （一部変更になることもあります） 

項  目 内 容 項  目 内 容 

山菜文化の継承 講義 山菜の栽培と優良品

種の選抜 

講義 

山菜を活用した地域振興 講義 山菜の新しい料理法 講義 

植物の分類・同定 講義・観察 山菜のﾙｰﾙとﾏﾅｰ 講義 

山菜と健康とのかかわり 講義 山菜ｶﾞｲﾄﾞﾏﾆｭｱﾙ 講義 

 

   ＊研修期間中は、講義翌日にレポートを提出していただきます。 

 

 

 

 

 Ⅵ 登録者決定及び登録証の交付 

  １ 登録者決定通知は、平成 29 年 11 月下旬までに本人あてに通知します。 

  ２ 登録日は、平成 29 年 12 月 1 日を予定しています。 

  ３ 登録決定者には、「山菜アドバイザー登録証」及び携帯用の「山菜アドバイザ

ー証」を交付します。 

  ４ 登録有効期限は、5 年間であり、更新手続き（書類提出）により更新すること

ができます（手数料 5,000 円が必要です）。 

 

 

 

 

 


